2025年　民間主要産別等統一要求方針
	労働組合名
	紙パ連合関西地本



１．統一要求方針
	賃上げ要求方針
	職場環境改善の取り組み（働き方改革等）

	月　例　賃　金　等
	１　賃上げ（具体的要求）
　・すべての組合は、賃金カーブ維持分を確保した上で、実質賃金の維持・向上に向けて
賃上げに取り組む。
　・賃上げの範囲は、月例賃金の改善を念頭に置き所定内賃金とし、取り組みを進める。
　・賃上げ分として、13,000円以上（賃上げ9,000円以上＋産業間格差是正分4,000円以上）とする。
　＜賃金カーブ維持分の把握可能な組合＞
　　・定昇相当分（賃金カーブ維持相当分）＋賃上げ9,000円以上＋産業間格差是正分4,000円以上。
　＜賃金カーブ維持分の算定が困難な組合＞
　　・定昇相当分（賃金カーブ維持相当分）5,000円＋賃上げ9,000円以上＋産業間格差是正分
4,000円以上。

２　産別としてめざすべき水準
　○第1ステップ（産別ミニマム水準）※産業内格差是正を求めて設定　【単純平均259,000円】
	所定内
賃　金
	18歳
	 22歳
	 25歳
	 30歳
	 35歳
	 40歳
	 45歳
	 50歳
	 55歳
	 60歳  

	
	174,200
	187,200
	204,800
	225,500
	243,500
	277,800
	291,500
	309,800
	336,700
	338,500


○第2ステップ　※産業内格差是正を求めて設定　　　　　　　　　　【単純平均295,500円】
	所定内
賃　金
	18歳
	 22歳
	 25歳
	 30歳
	 35歳
	 40歳
	 45歳
	 50歳
	 55歳
	 60歳  

	
	181,300
	195,400
	209,400
	261,900
	300,100
	328,500
	355,600
	371,600
	386,300
	364,800


○第3ステップ　※産業間格差是正を求めて設定　　　　　　　　　　【単純平均307,100円】
	所定内
賃　金
	18歳
	 22歳
	 25歳
	 30歳
	 35歳
	 40歳
	 45歳
	 50歳
	 55歳
	 60歳  

	
	177,000
	203,000
	223,700
	259,700
	295,800
	330,600
	362,200
	388,900
	409,100
	421,000


　○第4ステップ　※産業間格差是正を求めて設定　　　　　　　　　　【単純平均328,000円】
	所定内
賃　金
	18歳
	 22歳
	 25歳
	 30歳
	 35歳
	 40歳
	 45歳
	 50歳
	 55歳
	 60歳  

	
	176,400
	211,900
	238,000
	279,900
	319,300
	355,500
	387,900
	415,800
	438,700
	455,800



	１　定年延長及び70歳までの雇用機会確保の取り組み
　・公的年金の支給開始時期の延長に伴い、60歳以降の安定した生活を確保していくために、賃金をはじめ労働諸条件について
制度の充実をはかっていく。
　・また、生産年齢人口の減少が進む中、高年齢者の雇用は不可欠であり、65歳定年制度の確立、さらには70歳まで就労を希望
する労働者の雇用確保も視野に入れながら労使協議の場を設置し十分な論議を行う。さらに、継続雇用者の組合員化につい
ても、引き続き積極的に取り組みを進めていく。
２　豊かな生活時間の確保とあるべき労働時間の実現の取り組み
　・豊かに働くことのできる社会をめざし、社会的責任を果たし得る豊かな生活時間の確保と安全で健康に働くことができるあ
　　るべき労働時間の実現を同時に追求していく。具体的には、年間総労働時間短縮の取り組み、休日増、勤務間インターバル
　　制度導入、法定を上回る年休付与など、長時間労働の是正と労働時間短縮の取り組みを一層推進していく。
　　(1)年間所定労働時間
　　　　○工場・・・常昼　1,845時間以内、交替　1,820時間以内　　○本社・・・1,800時間以内
　　(2)年間休日数
　　　　○工場・・・常昼　114日以上、交替　108日以上　　　　　　○本社・・・120日以上
　　(3)年次有給休暇の取得促進
　　　　取得日数年間14日以上
　　(4)時間外労働の削減
　　　　36協定の遵守および時間外労働のさらなる削減を進める。年間240時間以内。
　　(5)ワーク・ライフ・バランスの観点から、連続休転休暇などの休暇制度の導入
３　すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み
　・すべての労働者の雇用安定、均等・均衡待遇実現などは、雇用形態にかかわらず、組織化推進なども含め、引き続き連合方針
　　に準拠しながら取り組みを進める。
(1)職場における均等・均衡待遇実現に向けた取り組み
　　　・「同一労働同一賃金」に関する法規定の職場への周知徹底をはかるとともに、有期・短時間・派遣労働者の均等・均衡待
　　　　遇実現に向けて取り組むこととする。パートタイム・有期雇用労働法については、企業規模に関係なくすべての企業が対
象となっていることから、改めて、パート・有期雇用労働者と正社員の待遇について実態を把握するとともに、不合理な
待遇がある場合は是正に向けて取り組むこととする。
４　ジェンダー平等・多様性推進の取り組み
　　(1)改正女性活躍推進法にもとづく指針に「男女の賃金の差異」の把握の重要性が明記されたことに加え、2022年7月8日か
       ら女性活躍推進法の省令が改正され、301人以上の企業に対して「男女の賃金の差異」の把握と公表が義務付けられてい
       る。紙パ連合は、企業規模にかかわらず男女別の賃金実態を把握し、不合理な待遇があれば是正に取り組む。
　　(2)改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法について、連合ガイドラインにもとづき、法違反がないか点検活動を行う。
　　(3)ハラスメント対策関連法(改正労働施策総合推進法)で定めるパワー・ハラスメントの措置義務が2022年4月1日より、
　     すべての企業に課せられていることから、労働組合としてのチェック機能を強化するとともに、職場実態を把握した上で
       事業主が雇用管理上講ずべき措置(防止措置)や配慮(望ましい取り組み)について労使協議を行う。　等

	一時金関連
	春闘交渉時
	＜年間集約要求＞
・基準とする賃金の5.0か月を中心とする。
	

	
	季別交渉時
	＜期毎要求＞
・基準とする賃金の2.5か月を中心とする。
	



２．要求・回答・統一行動等
	交渉時期
	要求日
	回答日（統一交渉日程含む）
	統一行動等

	春闘時
	・2月28日まで
	・3月13日（第1次集中決着日）
・3月18日～31日（第2次集中決着ゾーン）
	・1月23日、3月10日　日本製紙連合会労務部への申し入れ
・3月11日　統一ビラ配布、集中交渉　他

	夏季
	－
	－
	－

	年末
	－
	－
	－


※本表は、大阪府が設定した項目に基づき、作成したものです。従って、各産別等要求方針の全てを記載しているものではありません。また、文言等は主旨の変わらない範囲で編集しています。
※季別（夏季・年末）交渉時の統一要求方針及び要求・回答・統一行動等は、一時金関連のみ記載しています。
